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口大野地区公民館規約 

（名 称） 

第１条 本公民館は、口大野地区公民館（以下「公民館」という。）という。 

 

（事務所） 

第２条 公民館は、事務所を口大野区事務所内（京丹後市大宮町口大野889番地）に

置く。 

 

（目 的） 

第３条 公民館は、大宮町口大野区規約（以下「区規約」という。）第２条に規定す

る区域内に住所を有する個人（以下「区民」という。）の親睦を深めるとともに、

より良い地域づくり、区民の自治意識の高揚を目指し、福祉、体育、教育、文化の

増進に寄与することを目的とする。 

 

（構 成） 

第４条 公民館の構成員は、区民をもって構成する。 

 

（事 業） 

第5条 公民館は、次に掲げる事業を行う。 

（１）公民館委員の研修及び養成に関すること。 

（2）講演会、講習会、研究会、懇談会等を開催すること。 

（3）体育、文化等に関する事業を開催すること。 

（4）前各号に掲げるもののほか、その他必要な事業。 

 

（役 員） 

第６条 公民館に次の役員を置く。 

 （１）館  長 １名 

（２）主  事 １名 

（３）運営委員 ６名  

 （４）会  計 １名 

（５）代表委員 ５名 

（６）監査員 区規約第10条第５号に規定する者が兼務する。 

 



（役員の選出） 

第７条 公民館 役員の選出は次のとおりとする。 

（１）館長及び主事は、区民から運営委員が推薦し、区長が任命する。 

（２）会計は、委員の中から互選する。 

（３）代表委員は、各町内の委員から１名を互選する。 

（４）運営委員は、町内会長・区長とし、区長はアドバイザーとする。 

 

（委員の選出） 

第８条 委員の選出は次のとおりとする。 

（１）委員は、区民から町内会長が推薦し館長が任命する。 

（２）委員の数は、おおむね１町内４名から８名までとする。 

 

（専門部の設置） 

第９条 公民館の事業を円滑に推進するため専門部を置くことができる。 

（１）体育部・文化部等 

（２）各部の部長は所属部で互選する。 

 

（役員及び専門部の任務） 

第１０条 公民館の役員及び専門部の任務は次のとおりとする。 

（１）館長は、公民館を代表し、公民館業務を統括する。 

（２）主事は、館長を補佐し公民館の企画推進及び庶務にあたるとともに、館長に

事故あるときはその職務を代行する。 

（３）会計は、公民館の会計を行う。 

（４）代表委員は、公民館の事業運営の各種計画について調整する。 

（５）運営委員は、公民館の総括に係る事業運営を行う。 

 （６）監査員は、会計の監査を行う。 

（７）専門部は、独自に計画を立案し特色のある事業を行う。 

 

（委員の任期） 

第１１条 委員の任期は次のとおりとする。 

（１）館長、主事及び委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（２）補欠役員及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（３）館長及び主事が、職を辞する場合は当該年度の１月３１日までに区長に申し



出るものとする。 

(４) 会計、代表委員、及び委員が職を辞する場合は、前項に準じ館長に申し出る

ものとする 

 

（会 議） 

第１２条 公民館の会議は、役員会、委員会、運営委員会及び専門部会とする。 

（１）役員会は、館長、主事、会計及び代表委員で構成し、必要に応じて館長が招

集する。 

（２）委員会は、役員会及び委員で構成し、必要に応じて館長が招集する。 

（３）運営委員会は、運営委員、館長及び主事で構成し、必要に応じて館長が招集

し、次の事項について審議を行う。 

  ① 事業計画及び予算に関すること 

  ② 事業報告及び決算に関すること 

  ③ 規約の制定、改廃に関すること 

  ④ 専門部の設置に関すること 

  ⑤ その他管理・運営上の重要な事項 

（４）議決を要する事項は、区規約第１６条に規定する審議会において決定する。 

（５）専門部会は必要に応じて部長が招集し、館長もしくは主事が出席する。 

 

（手 当） 

第１３条 役員に手当を支給することができる。 

（１）館長、主事、会計及び代表委員の手当ては別に定める額とする。 

 

（経 費） 

第１４条 公民館の経費は交付金、補助金、寄附金、参加費、その他の収入をもって

充てる。 

 

（書類及び帳簿の備付） 

第１５条 公民館は、第２条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿類を備え付け

ておかなければならない。 

２ 次の１号は永年保存、３～６号は当該年度閉鎖後10年間保存しなければならな

い。 

（１）公民館規約及び財産管理台帳 



（２）役員等の名簿 

（３）事業計画及び予算書 

（４）事業報告及び決算書 

（５）収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 

（６）その他館長が必要と認めた書類 

 

（事業及び会計年度） 

第１６条 公民館の事業及び会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終

わる。 

 

（規約の変更） 

第１７条 この公民館規約を変更したときは、公民館長から大宮町区長協議会に報告

しなければならない。 

 

（附 則） 

１ この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 主事の任期は平成２６年度に限り、平成２７年３月３１日までとする。 

（附 則） 

１ この規約は、令和 3年6月 25日から施行し令和 3年4 月 1 日から適用する。 

２ この規約は、令７年３月 25日に一部改正し令和７年4月1 日から施行する。 


